
盛岡市住宅マスタープラン改定版 概要版 

第１章 住宅マスタープランについて 
【改定の背景】  国の住生活基本計画を基に、本市を取り巻く社会的動向を踏まえた所要の改定を行うものです。 
【計画の位置づけ】住生活基本計画（全国）及び岩手県住宅マスタープランとの整合を図るとともに、盛岡市総合計画を上位計画として、まちづくりや防災、福祉施策等と連携した住宅政策を総合的に展開するための計画です。 
【計画期間】   令和８（2026）年度～令和1 7（2035）年度 【ＳＤＧｓとの関係】17のゴールのうち、８つの目標達成につながるものです。 

第２章 現状の整理 
１． 人口・世帯数の動向 
〇世帯人員は減少傾向、世帯数は増加傾向。将来推計では人口・世帯数ともに減少する見込み。 

〇年齢区分別人口は年少人口（0～14歳以下）は減少、生産年齢人口（15～64歳以下）は大きく減少、老年人口（65歳以上）

は著しく増加。将来推計における割合の推移は、令和27（2045）年で、年少人口、生産年齢人口は減少する見込み。老年人口

の割合は増加が続く見込み。 

２． 国・県等の住宅施策の動向 

〇住生活基本計画（全国計画）の改定  〇長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正 

〇建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（建築物省エネ法）の改正 

〇マンションの管理の適正化の推進に関する法律（マンション管理適正化法）の改正 

〇岩手県住宅マスタープラン（岩手県住生活基本計画）の改定 

３． 盛岡市の住宅の状況 
〇住宅ストックの状況 

構成住宅総数は約15.6万戸で、うち約13万戸が居住中。持ち家は約7.3万戸、借家は約5.3万戸。空き家は約2.4万戸。 

高齢者のための設備65歳以上の世帯員がいる住宅のバリアフリー化が進んでおり、2018年から2023年にかけて、持ち家・借

家ともに高齢者向け設備のある住宅の割合が増加。設備の種類も全体的に増えています。 

【住宅の省エネルギー化】最も普及している省エネ設備は「二重サッシや複層ガラスの窓」、全体的に見ると、借家よりも持

ち家の方が省エネ設備の導入が進んでいます。太陽エネルギー設備は、ほぼ持ち家に限られています。 

公営住宅等盛岡市以外が管理する公的賃貸住宅は、県営住宅21団地3,126戸。市営住宅は22団地159棟2,428戸。(令和7年4月1

日時点の入居戸数は1,976戸入居率は81.4％) 

マンションの状況2021年時点で、3階以上のマンションが181棟（11,200戸）あり、そのうち20棟（1,238戸）は築40年以上の

旧耐震基準の建物。高経年マンションは今後増加し、10年後には約3.5倍、20年後には約6倍に達する見込みで、全国平均より

速いペース。 

〇借家居住の動向 

セーフティネット住宅高齢者や障がい者などの入居を拒まない賃貸住宅で、住宅セーフティネット制度に登録されていま

す。住宅確保要配慮者の居住支援と、空き家・空室の抑制に役立つ仕組みとなっています。 

本市のセーフティネット住宅の状況2025年7月時点で、市内のセーフティネット住宅は317棟・1,847戸が登録されています。

家賃は「5万円以上6万円未満」が最も多く、全体の約44％を占めています。 

４．市民アンケート調査 詳細参照先 本編 P.43～52、資料編 P.85～101 

〇調査概要 

盛岡市住宅マスタープランの策定に当たり、市民の住宅や住環境に関する意識やニーズ等を把握し、住宅施策等に反映

することにより、より市民意識及びニーズに合致した効果的な計画にするため、令和６（2024）年11月に「住宅・住環境

に関する市民意識調査」を実施しました。 

〇調査対象及び調査方法 

調査対象：市内在住の18歳以上の市民 調査件数：2,000件（世帯単位） 

抽出方法：住民基本台帳による無作為抽出（居住地区区分による） 

調査方法：郵送による配布・回収（Webによる回答可） 

調査期間：令和６（2024）年11月14日から11月29日まで 回答数：750件  回答率：37.5％ 

〇市民アンケート結果(抜粋) 
期待する住宅施策「空き家の解体補助」が最も多い30.7％、次いで「空き家の有効活用への取り組み支援」が27.7％、「高齢

者・障がい者が暮らしやすい住宅の供給」が26.5％、「屋根・外壁修繕に対する支援」が25.9％、「省エネ化に対する支援」

が21.7％の順となっています。 

期待する住環境施策「誰もが安心して暮らせる医療・福祉環境づくり」が最も多い51.6％、次いで「バスなどの公共交通機関

の充実」が38.7％、「高齢者・障がい者等が安心して暮らせるバリアフリー環境づくり」が31.9％、「街灯や防犯灯の整備に

よる防犯性の向上」が30.8％、「地震など災害につよい環境づくり」22.8％の順となっています。 

５．成果指標の達成状況                ６．住宅施策の課題 
１．高齢者（65 歳以上の者）の居住する住宅の一定のバリア 

フリー化率 

当初（H28改定時） 目標 現状 
未達成 

41.5％(H25) 60％(R7) 46.9％(R5) 

２．子育て夫婦世帯における誘導居住面積水準達成率 

当初（H28改定時） 目標 現状 
達成 

33.4％(H25) 40％(R7) 45.8％(R5) 

３．市営住宅の管理戸数に対する入居戸数の割合 

当初（H28改定時） 目標 現状 
未達成 

86.6％（H27） 

(H27) 

93％（R7） 

(R7) 

81.4％（R7） 

(R7) 
 

第３章 住宅施策の理念・目標～第４章 住宅施策の展開 
１．施策の体系と主な取組 

基本理念と基本目標を達成するため展開する住宅施策の体系と主な取組を以下のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２．成果指標の設定 
計画期間における進行管理及び評価を行うため、成果指標を設定します。 

基本目標１  若年世帯・子育て世帯が魅力を感じる住まいづくり 

住宅施策の方向性 成果指標 現況値 目標値 

若年世帯・子育て世帯の
移住・定住と居住の確保 

子育て夫婦世帯における誘導
居住面積水準達成率が上昇 

45.8％ 
（令和５年） 

60.0％ 
（令和 15 年） 

安全安心で魅力的な住ま
いづくりの推進 市内の住宅の耐震化率が上昇 91.9％ 

（令和５年） 
95.0％ 

（令和 16 年） 

基本目標２  住宅ストックを活かした未来に誇れる住まいづくり 

住宅施策の方向性 成果指標 現況値 目標値 

住宅ストックの環境性能
向上と適正な維持管理 

住宅の太陽光発電設備の導入
件数が増加 

約 6,404 戸 
（令和元年） 

17,000 戸 
（令和 12 年） 

空き家に関する総合的な
施策の推進 

適正管理対象の空き家等（特定
空き家等を除く。）の解決率 

78.6％ 
（令和５年） 

78.6％ 
（令和 16 年） 

基本目標３  誰もが安心していきいきと暮らせる住まいづくり 

住宅施策の方向性 成果指標 現況値 目標値 

高齢者が安心して住み続
けることができる住まい
づくりの推進 

高齢者が居住する住宅の一定
のバリアフリー化率が上昇 

46.9％ 
（令和５年） 

52.5％ 
（令和 15 年） 

セーフティネットを支え
る仕組みの充実 

住宅確保要配慮者の入居を拒
まない賃貸住宅（セーフティ
ネット住宅）登録件数が増加 

1,865戸 
（令和 7 年） 

2，600 戸 
（令和 17 年） 

公営住宅の適切な供給に
向けた管理運営 

市営住宅の管理戸数に対する
入居戸数の割合が上昇 

84.1％ 
（令和５年） 

89.0％ 
（令和 16 年） 

 

 

  

第５章 計画の推進 
〇役割及び推進体制 
本マスタープランの基本理念である「盛岡の魅力を感じ 

人々がいきいきと暮らす住まいづくり」の実現に向けて設
定した３つの基本目標が計画期間内に確実に実施されるよ
うに、市民・行政・事業者等の連携による推進体制を確立
していきます。また、10年間の計画期間において、進捗状
況及び施策の成果を確認しつつ、本マスタープランの進行
管理、見直し時期等を検討する体制及び仕組みづくりを構
築します。 

〇計画の推進管理 
本マスタープランは、住宅施策のマスタープランとし

て、また、関連分野との調整に関わる指針となる計画とし
て、積極的な運用を図ります。 

 

 

 

 

 

１．若者や子育て世帯に配慮した住宅・住環境の整備

2.高齢者の身体特性に配慮した住まいの普及

３.住宅確保要配慮者に対応した住まいの安定確保

４.地域の特性に応じた住環境の形成

５.空き家の発生予防と有効活用の推進

６.質の高い住宅整備

７.住まいの防災・減災対策の推進

８.多様化する居住ニーズへの柔軟な対応

９.市営住宅の適切な管理

９
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ワード

異次元の少子化対策

バリアフリー化推進

住宅セーフティネット

持続可能な地域社会の確立

空き家・空き室

脱炭素社会・マンション管理

防災・減災・防犯

リフォーム・建て替え

市営住宅ストックの有効活用



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

盛岡市住宅マスタープラン改定版 体系図 

住生活に関する課題 成果指標 住宅施策の方向性 
 

住生活の基本理念と基本目標 
 

【基本目標１】 

若年世帯・子育て世帯が 

魅力を感じる住まいづくり 

 
若年世帯や子育て世帯などの生活様式の

変化や価値観、働き方、世帯構成の多様化

などから派生する様々な居住ニーズを捉

え、盛岡を選び「住みたい・住み続けたい」と

感じる住まいづくりを目指します。 

若者や子育て世帯

に配慮した住宅・住

環境の整備 

住まいの防災・減災

対策の推進 

【基本目標３】 

誰もが安心して 

いきいきと暮らせる住まいづくり 

 
市民の生活の基盤となる住まいの安定

確保を基本とし、多様化する住宅確保要配

慮者の居住支援のための住宅セーフティネ

ット機能の充実を柱に、誰もが安心してい

きいきと暮らせる住まいづくりを目指しま

す。 

住宅確保要配慮者

に対応した住まい

の安定確保 

市営住宅の適切な

管理 

【基本目標２】 

住宅ストックを活かした 

未来に誇れる住まいづくり 

 

再生可能エネルギー設備の導入、高気密

化など環境性能の向上や分譲マンションの

適正管理など、良質な住宅の普及と維持を

図るとともに、空き家の発生予防から空き

家になってしまった場合の適正管理や利活

用など、市内の多様な住宅ストックを活かし

て将来世代に受け継ぐことができる未来に

誇れる住まいづくりを目指します。 

地域の特性に応じ

た住環境の形成 

※成果指標の目標年については、５年毎に実施される住宅・土地統計調査や上位計画における目標年と整合を図っています。 

（１）若年世帯・子育て世帯の移住・定住と居住の確保 
１）若年世帯・子育て世帯への移住・定住支援 

市内に居住している及び市外から転入してくる若年世帯・子育て世帯の住宅確保を支援します。 

２）居住の安定確保への支援 

居住支援協議会を設立し、高齢者をはじめ子育て世帯の居住の安定確保を支援します。 

（２）安全安心で魅力的な住まいづくりの推進 
１）さらなる防災・減災・防犯対策の推進 

若年世帯に関心が高い防犯対策や魅力的な住まいづくりの基礎となる防災・減災対策を推進し

ます。 

２）良質な住宅ストックの形成促進 
長期にわたり住宅ストックが良好な状態で住み続けることができるよう、耐久性の高い住宅・住

宅関連設備の普及に努めるとともに、住宅の長寿命化と品質の確保を進めます。 

（１）住宅ストックの環境性能向上と適正な維持管理 
１）住宅の省エネルギー化の推進 

2050年カーボンニュートラルの実現に向けた住宅の省エネルギー化を推進し、住宅の脱炭素

化に取り組みます。 

２）分譲マンションの適切な維持管理の推進 

分譲マンションについて、管理不全となる前に適正な維持管理の促進のため、マンション管理適

正化計画に基づく各種施策の推進を図ります。 

（２）空き家に関する総合的な施策の推進 
１）空き家の適正管理の推進 

空家等対策計画に基づき、空き家の管理に関する情報提供や相談等により管理の適正化を進

め、問題のある空き家の発生予防と適正管理を推進します。 

２）空き家の有効活用の推進 
空家等対策計画に基づき、既に空き家となった物件の有効活用等を推進します。 

（１）高齢者が安心して住み続けることができる住まいづくりの推進 
１）高齢者居住支援サービスの提供 

緊急通報装置の設置等、高齢者が自宅・地域で安心して暮らすことができるよう支援します。 

２）住宅のバリアフリー化・断熱化等の促進 

各種支援制度の充実・活用により、高齢者の持ち家のバリアフリー化や断熱化を支援します。 

（２）セーフティネットを支える仕組みの充実 
１）居住の安定確保への支援 【再掲】 

居住支援協議会を設立し、住宅確保要配慮者への民間賃貸住宅等の活用における居住支援に

ついて対応を行い、横断的な住宅セーフティネット機能の充実を図ります。 

２）住まいの確保に関する情報提供の充実 

セーフティネット住宅等の登録促進や普及等、住まいの確保に関する情報提供を充実します。 

（３）公営住宅の適正な供給に向けた管理運営 
１）適正な維持管理の推進 

市営住宅の適正管理やニーズに合致した改善事業の実施とともに、将来需要を勘案して維持管

理の方向性を定めていきます。 

２）居住ニーズへの適応の推進 

入居者の高齢化等を勘案して、バリアフリー化や断熱化等、現有ストックの改善を進めます。 

多様化する居住ニ

ーズへの柔軟な対

応 

質の高い住宅整備 

【
基
本
理
念
】  
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空き家の発生予防

と有効活用の推進 

高齢者の身体特性

に配慮した住まい

の普及 

市営住宅の管理戸数に対する入居戸数

の割合が上昇 

84.1％（R5）➡ 89.0％（R16） 

 

※盛岡市総合計画実施計画(P.95) 

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃

貸住宅（セーフティネット住宅）登録件

数が増加 

1，865戸（R7） 

➡ 2,600戸（R17） 

※R3～R7登録件数の推移より推計 

高齢者が居住する住宅の一定のバリア

フリー化率が上昇 

46.9％（R5）➡ 52.5％（R15） 

 

※住宅・土地統計調査より推計 

適正管理対象の空き家等（特定空き家

等を除く。）の解決率 

78.6％（R5）➡ 78.6％（R16） 

 

※盛岡市総合計画実施計画(P.119) 

住宅の太陽光発電設備の導入件数が増

加 

約6，404戸（R１） 

➡ 17,000戸（R12） 

 

※盛岡市気候変動対策実行計画 

市内の住宅の耐震化率が上昇 

91.9％（R５）➡ 95.0％（R16） 

 

※盛岡市総合計画実施計画(P.115) 

子育て夫婦世帯における誘導居住面積

水準達成率が上昇 

45.8％（R5）➡ 60.0％（R15） 

 

※住宅・土地統計調査より推計 


